
※委員会の構成は８ページを
　ご参照ください。

　

平
戸
市
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
「
あ
っ

た
か
さ
ん
21
」
は
、
紐
差
町
（
旧
永
田

記
念
図
書
館
）
か
ら
山
中
町
（
旧
自
然

休
養
村
セ
ン
タ
ー
）
へ
移
転
（
平
成
30

年
４
月
１
日
よ
り
）
し
、
施
設
を
改
修

し
て
療
育
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

　

よ
り
多
く
の
子
ど
も
達
へ
の
療
育
を

行
う
に
は
、
施
設
ス
タ
ッ
フ
の
補
充
が

急
務
で
す
。
そ
こ
で
、
議
会
と
し
て
も

療
育
が
必
要
な
子
ど
も
達
が
、
よ
り
多

く
利
用
で
き
る
よ
う
に
改
善
を
求
め
ま

し
た
。

　

移
転
後
の
施
設
も
築
38
年
を
経
過
し

て
い
ま
す
。

　

利
用
者
に
配
慮
し
た
療
育
ス
ペ
ー
ス

に
し
て
い
く
た
め
に
、
計
画
的
な
改
修

と
共
に
、
長
く
使
用
す
る
こ
と
を
前
提

と
し
た
早
目
の
対
応
を
要
望
し
ま
し

た
。
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12月定例会　12月定例会　12月定例会　 ここに注目 !ここに注目 !ここに注目 ! 12 月定例会が 12 月４日から 15 日までの 12 日間の日程で開催されました。

今回提案された本年度一般会計補正予算・指定管理者の指定など議案 41 件を、

慎重な審議の結果、原案のとおり可決・同意しました。

　

こ
の
た
び
の
平
戸
市
議
選
に
よ
り

議
員
定
数
を
20
人
か
ら
18
人
に
削
減

し
た
こ
と
に
伴
い
、
常
任
委
員
会
数

を
３
委
員
会
か
ら
２
委
員
会
へ
変
更

し
ま
し
た
。

　

各
委
員
会
あ
た
り
の
委
員
数
が
増

え
る
こ
と
で
幅
広
い
意
見
が
出
さ

れ
、
委
員
会
で
の
審
査
が
活
発
に
な

り
ま
す
。

　

委
員
会
と
は
・
・
・
・
・

　

議
会
の
内
部
組
織
と
し
て
、
本
会
議
に
お

け
る
審
議
の
予
備
的
審
査
、
調
査
機
関
と
し

て
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
市
か
ら
提
案
さ
れ
る
案
件
す
べ
て

が
、
い
ず
れ
か
の
委
員
会
の
所
管
と
し
て
審

査
さ
れ
ま
す
。

斎場

移
転
に
よ
り
療
育
ス
ペ
ー
ス
の
充
実
が

図
ら
れ
ま
す
。

　

人
形
石
斎
場
（
生
月
町
）

が
老
朽
化
に
よ
り
利
用
が
で

き
な
く
な
る
と
と
も
に
、
松

浦
斎
苑
利
用
の
際
の
助
成
制

度
（
田
平
地
区
斎
場
利
用
支

援
事
業
補
助
金
）
も
今
年
度

終
了
す
る
こ
と
に
伴
う
も
の

で
す
。

　

市
民
が
利
用
で
き
る
斎
場

は
平
戸
斎
場
と
大
島
村
火
葬

場
の
２
カ
所
に
な
り
ま
す
。

　

斎
場
ご
と
に
違
う
使
用
料

で
運
用
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
後
は
統
一
し
た
使
用
料
と

な
り
ま
す
。
（
別
表
①
）

　

な
お
、
生
月
地
区
住
民
の

使
用
料
は
、
激
変
緩
和
の
た

め
経
過
措
置
と
し
て
、
平
成

30
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
33

年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、
従

来
ど
お
り
の
使
用
料
と
な
り

ま
す
。
（
別
表
②
）

生
月
地
区
・
田
平
地
区
も
平
戸
斎
場
利
用
へ
！

生
月
地
区
・
田
平
地
区
も
平
戸
斎
場
利
用
へ
！

生
月
地
区
・
田
平
地
区
も
平
戸
斎
場
利
用
へ
！

平
成
30
年
３
月
31
日
で
生
月
町
人
形
石
斎
場
は
利
用
で
き
な
く
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　

松
浦
斎
苑
使
用
時
の
支
援
制
度
も
終
了
へ…

…

　

現
在
、
使
用
料
が
違
う
が
、

今
後
は
ど
う
な
る
の
か
？

不
安
解
消
の
た
め
に
十
分
な
説
明
が
必
要

斎
場
統
一
の
経
緯

今
後
は
ど
う
な
る
の
か
？

※（平成30年４月１日から平成33年３月31日まで従来料金）
生月地区住民の使用料（市内）

（平成30年４月１日から）
平戸斎場と大島村火葬場の使用料

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら

廃止となる人形石斎場（生月町） 平戸斎場（深川町）

施
設
の
整
備
に
併
せ
て
ス
タ
ッ
フ

の
充
実
も
必
要
で
は
な
い
か
？

移
転
後
の
施
設
を
よ
り
良
く

使
用
し
て
も
ら
い
た
い

療育支援
センター

　

人
形
石
斎
場
・
松
浦
斎
苑
を
利
用
し
て
い
た
市
民
は
、

遠
く
な
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
伴
い
葬
儀
に
関
連
す
る
一
連

の
流
れ
や
時
間
帯
の
設
定
な
ど
に
多
く
の
不
安
を
抱
え
て

い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
不
安
を
取
り
除
く
た
め
の
十
分
な
説
明
が
必

要
で
あ
り
、
丁
寧
に
説
明
を
行
う
よ
う
強
く
要
望
し
ま
し

た
。

別表② 別表①

移転先の旧自然休養村センター
（※現在は改修中です）

移転先の位置図

旧自然休養村センター
←移転先
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般
質
問
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員
会
報
告

平
戸
の
チ
カ
ラ 火葬室 死産児

埋葬遺骨及び身体の一部
胞衣等汚物

1体
1体
1体
1炉
1炉
1日

単位

5,000
3,700
1,600
4,500
3,000
3,000

使用料
（円）

死亡者の種別

12歳以上
12歳未満

遺体

霊安室（平戸斎場のみ）

火葬室 死産児
埋葬遺骨及び身体の一部

胞衣等汚物

1体
1体
1体
1炉
1炉
1日

単位

10,000
7,000
5,000
5,000
3,000
3,000

45,000
30,000
15,000
15,000
15,000
9,000

使用料死亡者の種別

12歳以上
12歳未満

遺体

霊安室（平戸斎場のみ）

市内（円）市外（円）


